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平成２３年１１月２５曰

平成２３年障害者雇用状況の集計結果

神奈川労働局（以下、「当局」という。）では、このほど、民間企業や公的機関な

どにおける平成２３年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので公表

します。

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下、「同法」という。）では、社会連帯の

理念に基づき、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、民間

企業の場合は1.8％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在における身体障害者、知的

障害者および精神障害者の雇用状況について、当局が障害者の雇用義務のある事業

主などに報告を求めているものです。

【集計結果の主なポイント】

＜民間企業＞（法定雇用率1.8％）

・雇用障害者数は14,894.5人と過去最高を更新

・実雇用率は1.56％

・法定雇用率達成企業の割合は４２４％

＜公的機関＞（同２１％、県の教育委員会は２o％）

・県の機関：雇用障害者数343.5人、実雇用率3.13％

・市町村等の機関：雇用障害者数1,601.0人、実雇用率208％

・県の教育委員会：雇用障害者数365.5人、実雇用率１６５％

＜地方独立行政法人等＞（同２１％）

・雇用障害者数８３０人、実雇用率206％



《
［ 鑿

(注）平成２２年７月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等（Ｐ
ｇ～１１参照）があったため、本年と前年の数値を単純に比較することは適当

ではない状況である。

１民間企業における雇用状況

○雇用されている障害者の数、実雇用率

・民間企業（５６人以上規模の企業：法定雇用率１８％）に雇用されている障害

者の数は14,894.5人で、過去最高となった（仮に、本年について改正前の制

度に基づき、重度以外の短時間身体障害者と短時間知的障害者を除いて計算

したとすると、14,677.0人となり、前年より４６％（646人）増加となる)。

･雇用者のうち、身体障害者は11,3315人、知的障害者は2,865.0人、精神障

害者は６９８０人であった。

・実雇用率は1.56％であった（仮に、本年について改正前の制度に基づいて計

算したとすると1.66％程度となるものと推計される)。

また、法定雇用率達成企業の割合は42.4％であった。

［総括表１，グラフ（１）、詳細表１（１）］

○企業規模別の状況

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、５６～100人未満規模企

業で1,357.5人、100～300人未満で3,135.5人、300～500人未満で１，４５２５

人、500～1,000人未満で2,251.0人、1,000人以上で６，６９８０人であった。

･実雇用率は、民間企業全体の実雇用率1.56％と比較すると、

→1,000人以上規模企業（1.83％)、同500～1,000人未満（161％）につい

ては上回った。

→300～500人未満規模企業（1.45％)、同100～300人未満（129％)、同５６

～100人未満（131％）については下回った。

･法定雇用率達成企業の割合は、５６～100人未満規模企業が３９．３％、100～300

人未満が43.7％、300～500人未満が４３６％、500～1,000人未満が40.5％、

1,000人以上が５８０％であった。

［グラフ（２）.（３）、詳細表１（２）］
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○産業別の状況

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」が130人、
「鉱業、採石業、砂利採取業」が1.0人、「建設業」が247.0人、「製造業」
が56165人、「電気・ガス・熱供給・水道業」が120人、「,情報通信業」が９

０６０人、「運輸業、郵便業」が1,001.0人、「卸売業、小売業」が2,1140人、

「金融業、保険業」が227.0人、「不動産業、物品賃貸業」が985人、「学術
研究、専門・技術サービス業」が6540人、「宿泊業、飲食サービス業」が2０
3.5人、「生活関連サービス業、娯楽業」が341.5人、「教育・学習支援業」

が199.5人、「医療・福祉」が16160人、「複合サービス事業」が113.0人、

「サービス業」が1,4410人であった。

･産業別の実雇用率では、「電気ｃガス・熱供給・水道業」（180％）は法定雇

用率と同等であった。

｡加えて、「製造業」（1.74％)、「運輸業、郵便業」（1.60％)、「金融業、保険業」

（161％)、「医療・福祉」（1.61％）の４業種は、民間企業全体の実雇用率

1.56％を上回っている。

［グラフ（４）．（５）、詳細表１（３）］

○法定雇用率未達成企業の状況

・平成２３年の法定雇用率未達成企業は2,096社。そのうち、不足数が０５人ま

たは１人である企業（１人不足企業）が65.5％と過半数を占めている。
０ 

.また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）が、未達成企業

に占める割合は６２３％となっている。

［詳細表１（４）］

２公的機関における在職状況

（１）県の機関（法定雇用率２１％）

県の機関に在職している障害者の数は343.5人､実雇用率は3.13％であった。

県の機関は全て達成。

［総括表２（１）、詳細表２（１）、４（１）］

（２）市町村等の機関（法定雇用率２１％）

市町村等の機関に在職している障害者の数は１，６０１０人、実雇用率は208％

であった。

３４機関中２４機関が達成。

［総括表２（２）、詳細表２（２）、４（３）］

２ 



（３）県の教育委員会.

２０％の法定雇用率が適用される県の教育委員会に在職している障害者の数

は365.5人で、実雇用率は165％であった。

［総括表２（３）、詳細表４（２）］

Ｓ地方独立行政法人等における雇用状況

地方独立行政法人等（法定雇用率２１％）に雇用されている障害者の数は８３０人

で、実雇用率は206％であった。

４法人中Ｓ法人が達成。

［総括表３，詳細表３，４（４） ］ 



平成23年６月１日現在における障害者の雇用状況(総括表）

］ (※ 
の数値であるが、平成22年７月に二 ■Ｕ ｌﾆｰは､’E－２２弓＝１曰．占

短時間労働者の算入､除外率の引き下l提

[正

があったため､本年と前生 の数

大）元であぞ

１民間企業における雇用状況(法定雇用率18％）

２地方公共団体における在職状況

（１）県の機関(法定雇用率2.1％）

(2)市町村等の機関(法定雇用率2.1％）

(3)法定雇用率2.0％が適用される県の教育委員会(法定雇用率2.0％）

３地方独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.1％）

注１１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率
相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種に
ついて定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率
相当職員数（１日除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数であ
る。

３各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行
い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5
人に相当するものとして0.5カウントとしている。

４ 法定雇用率2.0％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町ｷ丁の教育委員会である。

５（）内は、平成22年６月１日現在の数値である。
なお、精神１章害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

６「地方独立行政法人等｣とは､障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第９号から第10号までの法人を指
す。
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①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②障害者の数 ③実雇用率 ④ 法定雇用率達成企業の数／企業数ｉ ⑤達成割合

民間企業
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算定の基礎となる職員数
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市町村等の機関
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県の教育委員会

22,182.0人

（17,735.0人）

365.5人

（358.0人）

１．６５％ 

（２．０２％） 

０／１ 

（１／１） 

0.0％ 

（100.0％） 

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成機関の数／機関数 ⑤達成割合
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民間企業における障害者の雇用状況(グラフ）

、

（１）実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
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身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
知的障害者（重度知的障害者はダプルカウント）
重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者

精神障害者

身体障害者である短時間労働者

(身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）
知的障害者である短時間労働者

(知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）
精神障害者である短時間労働者

（精神障害者である短時間労働者は０．５人でカウント）

３：平成22年７月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の

数値を単純に比較することは適当ではない状況である。
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（４）産業別実雇用率 （５）産業別達成企業割合
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グラフ作成上、労働者数が1千人に満たない腱、林、漁業、鉱業、採石業、
砂利採取業及び嘔気・ガス・熱供給・水道業は除いている(，
ilz成21年より産業分類が変更になっていろ。

注(4)の図と同じ『注１

｡ 一一 改正、侭悲NbF夢Ｋ汚亜函．

数値を単純に比較す



◎法定雇用率とは
－－－－－－－－－－－￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－￣－－－－~..~￣－－.~￣￣－－－－－－￣－－－－－－－－－~￣￣￣ｉ 

ｌ民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等}こ関する法’
’律」に基づき〈それぞれ以下の割合(法定雇用率）に相当する数以上の障’
１害者を雇用しなければならないこととされている。

ｉ雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なＩ
｜ね精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保’
１持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。

鰯鮭灘藝二二二騏
億蝋昊蝋鰄法人〕

○民間企業○ 

○国、地方公共団体…･…………･…………………･…………２．１％

（４８人以上規模の機関）

〔
）

○都道府県等の教育委員会・…………………..………………２ｏ％

（５０人以上規模の機関）

〆、
Ｌノ

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障

害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■ ■ 

■ 

ｉ【一般民間企業における雇用率設定基準】：
■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数：
■ 

■ 

■ ■ 

＋失業している身体障害者及び知的障害者の数：
■ 

■ 

■ ■ 

：障害者雇用率＝：１
■ ■Ｉ 

常用労働者数十失業者数：｜■ 

■ 

■ ■Ｉ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■町■■■■■■■■■■■■■■■■■￣Ｉ

※特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障｜

害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

※重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、１

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。，

※重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（1週間の所定労働｜
時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、重度｜

以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につい’

ては、０．５人分としてカウントされる。（重度以外の身体障害者及び知的障害者ｌ

である短時間労働者がカウント対象となったのは今回の報告からである）

※なお、上記雇用率の設定の際には、分母から除外率相当労働者数を除いて設｜

定している（除外率制度についてはＰ１ｏ参照）。

８ 



◎障害者雇用率制度における短時間労働者の取扱いについて

'○障害者雇用率制度における身体障害者及び知的障害者である短時間労働者の取｜

｜扱いについて

｜平成22年７月１日から、障害者雇用率制度において、身体障害者又は知的障害’

’者である短時間労働者（週所定労働時間２０時間以上３０時間未満）を雇用義務の｜

｜対象とし、実雇用率のカウントを０．５カウントとすることとしている。

【障害者である短時間労働者のカウントの方法は以下のとおり】

20時間以上30時間未満30時間以上週所定労働時間

裾
可

身体障害者
「－－－￣￣－－

｜重度

△ 

○
一
。 今回の改正点占Ｐｌｈ、

＝、

|回
○ 

.1鰯

＜ｉ 

△ 知的障害者
「￣－－－－－￣

’三度

○
一
。

司趨 」

○
。
△

１カウント

２カウント

0.5カウント

０ 

精神障害者 ○ △ 

○障害者雇用率制度における障害者ではない短時間労働者の取扱いについて

短時間労働者である身体障害者又は知的障害者を雇用義務の対象とすることと

合わせ、平成２２年７月から、障害者雇用率制度において、障害者ではない短時間

労働者（週所定労働時間２０時間以上３０時間未満）も実雇用率の算定対象とし、

実雇用率のカウントを０．５カウントとすることとしている。

【今回の改正による実雇用率等の計算方法は以下のとおり】

｜■’ 

瞳＝者である労働者※の数

劃
可

’ ＋障害者である短時間労働者の数×０５
今回の回実雇用率＝

’ 改正点鵬労働者※の数 ＋短時間労|動者の数 ×０５ JBB 

」
法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）※※

鼬’(労働者※の数 ＋短時間労働者の数 ）×1.8％ 

※「労働者」には短時間労働者は含まれていない

※※小数点以下は切捨て

1１ 

|＋短時間労働者の数×051



◎除外率制度について
－－－－－■■■■■■■■■－－■■■－－－－－－■■■,－－￣■■■－－－－-－－－￣■■■－－－－■■■－－■■■－－■■■､■■■－－■■■､■■■－－－－￣■■■－－－－￣■■■■■■､－－－－－－－－■■■－－￣● 

○民間企業における除外率制度

各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる

常用雇用労働者数を算定する際に、一定の業種に属する事業を行う事業

所の事業主については、その常用雇用労働者数から－定率に相当する労

働者数を控除する制度。

平成１４年の法改正により段階的に廃止・縮小することとされ、平成

２２年７月１日から、すべての除外率設定業種について、除外率を１０

％ポイントずつ引き下げている。

（前回の除外率引き下げは平成１６年４月１日）

○国及び地方公共団体における除外率制度

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる

職員数を算定する際に､一定の範囲の職種に従事する者を控除する制度。

平成１６年４月１曰から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、

公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個

人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定することとし

た。

なお、旧除外職員である職種に従事する職員の多い機関については、

当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した

上で、廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしてお

り、平成２２年７月１日から当該除外率を一律１０％引き下げている。

、－－－■■■－－■－－■－－－一・一－－－－－－－－－－－－■■■－－－－－－－－－－－－－－－■■■１－■■■－ｑ■■‐－－－－－－－■－□■■■■■，－－－－－－－－－－－－－－－--8

10 



◎民間企業における除外率の改正状況

○各除外率設定業種において平成２２年７月１日に施行された改正の状況

は以下のとおり。

改正前改正後

1１ 

除外率設定業種
除外率

改正前 改正後

･有機化学工業製品製造業・石油製品･石炭製品製造業

･輸送用機械器具製造業(船舶製造･修理業及び船用機関製造業を除く｡）
５％ → 0％ 

｡その他の運輸に附帯するサービス業(通関業､海運仲立業を除く｡）
･電気業・郵便局

１０％ → ０％ 

･非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬･精製業を除く｡）・倉庫業

･船舶製造･修理業､船用機関製造業・航空運輸業

･国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る｡）

１５％ → ５％ 

･窯業原料用鉱物鉱業(耐火物｡陶磁器･ガラス･ｾﾒﾝﾄ原料用に限る｡）

･その他の鉱業・採石業､砂･砂利･玉石採取業.水運業
２０％ －〉 １０％ 

･非鉄金属第一次製錬･精製業

･貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く｡）
２５％ －÷ １５％ 

･建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業

･郵便業(信書便事業を含む｡）
３０％ → ２０％ 

･港湾運送業 ３５％ → ２５％ 

･鉄道業。医療業。高等教育機関 ４０％ －〉 ３０％ 

･林業(狩猟業を除く｡） ４５％ → ３５％ 

･金属鉱業・児童福祉事業 ５０％ → ４０％ 

.特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く｡） ５５％ → ４５％ 

｡石炭･亜炭鉱業 ６０％ －ケ ５０％ 

｡道路旅客運送業・小学校 ６５％ －－ナ ５５％ 

･幼稚園 ７０％ －ヶ S０％ 

･船員等による船舶運航等の事業 ９０％ －＞ S０％ 



◎障害者雇用率達成指導の流れ
－－－－－－￣■■■－－■■■■■■■■■－－－－－－－－－－－－-－－－－－￣■■■－－－－－－－－￣■■■－－－－－－￣■■■､－－－－■■■－－－－－－■■■■■■■■■￣■■■－－－－■■■■■■－－－－ 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、

｢雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

(障害者雇用促進法第43条第７項）

翌年１月を始期とする２年間の計画Ｉ

(※）を作成するよう、公共職業安定｜
所長が命令を発出

（同法第46条第１項）Ｉ

計画の実施状況が悪い企業に対し、

適正な実施を勧告（計画１年目12月）

（同法第46条第６項）

雇用状況の改善が特に遅れている企

業に対し、公表を前提とした特別指導

を実施（計画期間終了後に９か月間）

(同法第47条）

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に

対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。

〔指導実績〕

○平成２２年度の実績

＊「雇入れ計画作成命令」の発出

＊雇入れ計画の「適正実施勧告」

＊「特別指導」の実施

社
社
社

３
１
８
 

２
２
 

○雇入れ計画を実施中の企業 １２５社（２２年度末現在）

、
ｌ
ノ

ア
ヒ

○企業名の公表

平成２１年度１社

（） 

－－－－－－－－￣■■■－－－－■■■－－－－■■■－－-－－－－－￣■■■￣■■■'￣■■■■■■－－￣■■■－－－－■■■'－－－－■■■－－－－－－－－－－－－－－■■■－－－－－－－－－－－－－－ 

※平成24年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から２年間に短縮している。

1２ 

雇用状況報告（毎年ｅ月１曰の状況）

雇入れ計画作成命令（２年計画）

▼ 

雇入れ計画の適正実施勧告

▼ 

特別指導

▼ 

企業名の公表



平成２３年６月１曰現在における障害者の雇用状況（詳細表）
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１民間企業における雇用状況（法定雇用率1.8％）
ハー目０＿8,.22６１＿壷吊０‐，ｐＪＫ、‘1２２ﾌニ

ニ．、７＝」幻＝ワ《

白ﾆｰﾝ.こ：’．,ではない状況である。１ 

①概況

②障害種別雇用状況

三

〔１（１）①表の注〕

注１②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数
（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種
について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとし
ており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的
障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、１人を0.5人に相当するものとしてお
り、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。

３Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、Ｂ、Ｄ欄は1週間の所定労働時間が20時
間以上30時間未満の労働者である。

〔１（１）②表の注〕

注１①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

２②③ａ欄の重度障害者については法律上、１人を2人に相当するものとしてお
り、ｅ欄の計を算出するに当たりダプルカウントとしている。

３②③④ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である
短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、ｅ
欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

４②③のａ．ｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者で

あり、②③のｂ､｡欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間
未満の労働者である。

５②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成22年６月２日から平成23年６月１日ま
での1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

６（）内は平成22年６月１日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなっ
た。

４Ｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成22年６月２日から平成23年６月１日までの１年間に新規に雇い入れ
られた障害者数である。

５（）内は平成22年６月１日現在の数値である。（Ｄ欄は精神障害者である短時間勤務職員のみ）
なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

区分

① 

企業数

② 

法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる労働者数

③障害者の数

Ａ､重度身
体障害者及
び重度知的

障害者

Ｂ､重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である
短時間労働
者

Ｃ、重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

Ｄ､重度以外
の身体障害者
及び知的障害
者並びに精神
障害者である
短時間労働者

Ｅ、計
Ａ×２＋Ｂ＋ 

Ｃ＋Ｄ×０．５ 
Ｆ・うち新規
雇用分

④ 

実雇用率

Ｅ÷②× 
100 

⑤ 

法定雇用率
達成企業の
数

⑥ 

法定雇用
率達成企
業の割合

民間企業

企業

3,640 

（３，３６５） 人１５０ 
０ 

０ ９６ 
１ 

２ 

９ 

０ 

０ 

ｓ ２６ ５６ 
９ 

８ く

3.841 

人

（３，７０２） 

352 

人

（３００） 

6,553 

人

（6,266） 

615 

人

（１２２） 

14,894.5 

人

（14,031.0） 

1,381.5 

人

（1,275.0） 

、１．５６

％ 

（１．６２） 

企業

1,544 

（1,540） 

42.4 

％ 

（４５．８） 

区分

① 
障害者の数

②身体障害者の数

a､重度身

体障害者
b､重度身体
障害者であ
る短時間労
働者

c･重度以
外の身体障
害者

d､重度以
外の身体障
害者である
短時間労働
者

e､計
ａ×２＋ｂ＋ 

ｃ＋ｄ×０．５ f・うち新
規雇用分

③知的障害者の数

a・重度知

的障害者
b､重度知的

障害者であ
る短時間労
働者

c､重度以
外の知的障

害者

。,重度以
外の知的障

害者である
短時間労働
者

ｅ､計
ａｘ２＋ｂ＋ 

ｃ＋ｄ×０，５ f・うち新
規雇用分

④精神障害者の数

c,精神障害
者

｡,精神障

害者である

短時間労働
者

ｅ､計
ｃ＋ｄ×０，５ 

ｆ、うち新規
|雇用分

民間企業

人

14,894.5 

（14,03ＬＯ） 

人

3,377 

（3,270） 

人

286 

（２４１） 

人

4.170 

（4,054） 

人

243 

（－） 

人

11,331.5 

（101835） 

人

821.5 

（８５３） 

人

464 

（４３２） 

人

6６ 

（５９） 

人

1.775 

（1,710） 

人

192 

（－） 

人

2,865.0 

（2,633） 

399.0 

人

（３０５） 

人

608 

（５０２） 

人

180 

（１２２） 

人

698.0 

（563.0） 

161.0 

（117.0） 

人
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b《あったため．本年とHi年０＝産別の雇用状別

①概況

一
ｍ

注１(1)①の表と同じ

②障害種別雇用状況
念

②身体障害者の鞘 ①精神障害者の勢

注１(1)②表と同じ

区分

① 
障害者の数

②身体障害者の数

ａ､重度身体障
害者

b､重度身体障
害者である短
時間労働者

c,重度以外の１．.重度以外
身体障害者Ｎの身体障害者

ｉである短時間
i労働者

e･計
ａＸ２＋ｂ＋ｃ 

＋ｄ×０，５ 
|ｆ､うち新規
|雇用分

③知的障害者の数

a・重度知的障
害者

b､重度知的瞳
害者である短一
時間労働者

１６.重度以外の
Ｉ知的障害者

。｡重度以外の;ｅ､計
知的障害者でｉａｘ２＋ｂ＋ｃ
ある短時間労
働者

＋ 。×０．５

f・うち新規
雇用分

④精神障害者の数

c､精神障害者1.6精神障害者!ｅ､計
iである短時間

者働労

ＩＣ＋ｄｘ0.5 f・うち新規

雇用分

規模計 14.894.5 

人

（14,03ＬＯ） 

3,377 

人

（３，２７０） 

286 

人

（２４１） 

人

３ ４ ２ 

１ く人』０４ ７５ １０ ０〃４４ く

11.331.5 

人

（10,835） 

821.5 

人

（８５３） 

464 

人

（４３２） 人１５０ ７１ ７７ ０８ １１ く人１６９ ６５ く 人』０３ ・３５６ ６． ８２ 
● ２ 

く人１２ ９ １ 

く

399.0 

人

（３０５） 人１００ ●菫、８３ ９６ ６５ く人１０２ ８２ １１ く人１８ ０ ６ 

２ ０ ５ く

161.0 

人

（117.0） 
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3）障害

注１(1)①の表と同じ
※産業計はその他分零下能の産業を含む。
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②障害種別雇用状況

一
『

注１(1)②の表と同じ

区分

① 
障害者の数

②身体障害者の数

a､重度身体障害
者

b・重度身体障害
者である短時間
労働者

c､重度以外の身
体障害者

d・重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

e・計
ａｘ２＋ｂ＋ｃ十．

Ｘ０，５ 
f､うち新規雇用分

③知的、

a・重度知的障害
者

b・重度知
者である｜

労働者

c・重度以外の知
的障害者

i害者の数

｡､重度以外の知
的障害者である
短時間労働者

e､計
ａｘ２＋ｂ＋ｃ十．

Ｘ０．５ 
f・うち新規雇用分

Iの出冑丸伯髄鹿堂堂:びぅ泌６

c・精神障害者 ｡､精神障害者で!e・計
ある短時間労働ＩＣ＋ｄ×0.5
者

i・うち新規雇用分
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③製造業における雇用状況（概況）

注１(1)①の表と同じ

1８ 



④製造業における雇用状況（障害種別）

一
や

注１(1)②の表と同じ



４）｜唇 ．-'|砦紋別（ 肌一一型

函
□

上段は企業数、下段は当該企業規模階級内における構成比。

②欄の「不足数」とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

注１

２ 

区分
①法定雇用率
未達成企業の
数 d`入叉|王i人|瓜三厘入 2.5人又は3人

②不足数

3.5人又は4人
4.5人以上
9人以下

9.5人以上

20人以下 |万ｌｌｌｉ(､IIP=卜丘宛上一
③障害者の数
が0人である企

業数

規模計 2,096 

(100.0%） 

1．３７２ 

￣ 

(65.5%） 

431 

(20.6%） 

1２１ 

(5.8%） 

8３ 

(4.0%） 

7５ 

(3.6%） 

1１ 

(0.5%） 

３ 

(0.1%） 

1．３０６ 

(62.3%） 

56-100人未満
855 

(100.0%） 

855 

(100.0%） 

832 

(97.3%） 

100-300人未満
883 

(100.0%） 

441 

(49.9%） 

355 

(40.2%） 

6７ 

(7.6%） 

1８ 

(2.0%） 

２ 

(0.2%） 

465 

(52.7%） 

300-500人未満

500-1,000人未満

158 

(100.0%） 

1３２ 

(100.0%） 

3８ 

(24.1%） 

2９ 

(22.0%） 

4５ 

(28.5%） 

2６ 

(19.7%） 

2２ 

(13.9%） 

2５ 

(18.9%） 

3０ 

(19.0%） 

2１ 

(15.9%） 

2３ 

(14.6%） 

2８ 

(21.2%） 

３ 

(2.3%） 

巴

８ 

(5.1%） 

１ 

(0.8%） 

1,000人以上
6８ 

(100.0%） 

９ 

(13.2%） 

５ 

(7.4%） 

７ 

(10.3%） 

1４ 

(20.6%） 

2２ 

(32.4%） 

８ 

(11.8%） 

３ 

(4.4%） 

０ 

(0.0%） 



〔曇 ） 
２２－￣－⑭.β勺《、２２：

っ－ため、本年と前年の数値を単と二鮫｡［ることは適当ではない状iJi２地方公共団体における在職状況
ＦＤ】ロBG

の幾関（法定雇用率２１％
①概況

②障害種別在職状況
幻精神障害者の醤

西一

〔２（１）①表の注〕

注１②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数
（１日除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ
欄の計を算出するに当たりダプルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者
である短時間障害者」については法律上､ユ人を0.5人に相当する者としており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5
カウントとしている。

３Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員である。Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上３０
時間未満の職員である。

４Ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成22年６月２日から平成23年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害
者数である。

５（）内は平成22年６月１日現在の数値である（Ｄ欄は精神障害者である短時間勤務職員のみ）。
なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

〔２（１）②表の注〕

注１①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

２②③ａ欄の重度障害者については法律上、１人を2人に相当するものとしており、ｅ欄
の計を算出するに当たりダプルカウントとしている。

３②③④ｄ欄の重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間職員
については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、ｅ欄を算出するに当たり
０．５カウントとしている。

４②③のａ.c欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員であり、②③の
ｂ、。欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。

５②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成22年６月２日から平成23年６月１日までの1年間に
新規に雇い入れられた障害者数である．

６（）内は平成22年６月１日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

区分

① 

機関数
② 

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

③脳

Ａ､重度身

体障害者及

び重度知的
障害者

Ｂ,重度身体
障害者及び

重度知的障
害者である

短時間勤務

職員

Ｃ・重度以
外の身体障

害者、知的
障害者及び

精神障害者

:害者の数

Ｄ､重度以外
身体障害者

及び知的障
害者並びに

精神障害者

である短時

間勤務職員

Ｅ・計
Ａｘ２＋Ｂ＋Ｃ 

＋Ｄ×０．５ 

Ｆ、うち新

規雇用分

④ 

実雇用率

Ｅ÷②× 
100 

⑤ 

法定雇用率
達成機関の
数

⑥ 

法定雇用

率達成機
関の害'１合

県の機関

機関

４ 

（４） 

10.961.5 

人

（9,810.0） 

8６ 

人

（６８） 

1３ 

人

（９） 

1５１ 

人

（１７７） 

1５ 

人

０） 人１００ 
● 

● ３３ く人１５０ 
■ 

● ３２ ４２ ３３ く

3．１３ 

％ 

（３．２８） 

機関

４ 

（４） 

100.0 

％ 

（100.0） 

区分

① 

障害者の数

②身体障害者の数

a,重度身体
障害者

b・重度身体
障害者であ

る短時間勤一
務職員

c・重度以外
の身体障害
者

｡､重度以外
の身体障害者
である短時間
勤務職員

e・計
ａｘ２＋ｂ＋ｃ 

＋ｄｘ0.5 
f・うち新規

雇用分

③知的障害者の数

a､重度知的
障害者

b､重度知的障
害者である短

時間勤務職員

ｃ・重度以外
の知的障害
者

｡､重度以外
の知的障害者
である短時間
勤務職員

ｅ､計
ａｘ２＋ｂ＋ 

ｃ＋ｄｘ0.5 
f・うち新規
雇用分

④精神障害者の数

c､精神障害

者

｡｡精神障害者

である短時間
勤務職員

ｅ・計
ｃ十．ｘ0.5 ｆうち新規

雇用分

県の機関 343.5 

人

（322.0） 

8６ 

人

（６８） 

1３ 

人

（９） 

148 

人

（１７６） 

1３ 

人

（－） 

339.5 

人

（３２１） 

3.0 

人

（３） 

０ 

人

（Ｏ） 

0 

人

（０） 

0 

人

（０） 

２ 

人

（－） 

1.0 

人

（０） 

0.0 

人

（０） 

３ 

人

（１） 

０ 

（０） 

人

3.0 

人

（１．０） 人１００ ■● ００ Ｉ 



[蟹 ］ 2）市町村等の機関（法定雇用率2.1％ ２２：フ月に制度己凸２２－－下

b《あったため．本年と前 ない状況である,に｡こ

①概況

注２(1)①の表と同じ

面
面

②障害種別在職状況

①精神障害者Ｕ

注２(1)②の表と同じ

区分

① 

機関数
② 

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

③Ｉ！ 

Ａ､重度身
体障害者及
び重度知的
障害者

Ｂ,重度身体
障害者及び

重度知的障
害者である

短時間勤務

職員

Ｃ・重度以
外の身体障

害者、知的
障害者及び

精神障害者

Z害看の?S〔

Ｄ・重度以外
身体障害者

及び知的障
害者並びに

精神障害者

である短時

間勤務職員

Ｅ、計
Ａｘ２＋Ｂ＋Ｃ 

＋Ｄ×0.5 

Ｆ・うち新

規雇用分

④ 

実雇用率

Ｅ÷②× 
100 

⑤ 

法定雇用率
達成機関の
数

⑥ 

法定雇用率
達成機関の
害１１合

市町村等の機関

機関

3４ 

（３４） 

・７ス0015

人

（67,353.0） 

419 

人

（４１９） 人１
４ ３ ７ 

９ ４ ７ く人』５５ 
１ 

く

2８ 

人

ｌ） 

1.601.0 

人

（1,592.5） 

700 

人

（４３．０） 

2．０８ 

％ 

（２．３６） 

機関

2４ 

（２８） 

70.6 

％ 

（８２．４） 

区分

① 

障害者の数
②身体障害者の数

a・重度身体
障害者

b・重度身体
障害者であ

る短時間動

務職員

c､重度以外
の身体障害
者

｡､重度以外
の身体障害者

である短時間
勤務職員

e､計

ａｘ２＋ｂ＋ｃ 

＋ｄｘ0.5 
f・うち新規
雇用分

③知的障害者の数

a・重度知的
障害者

b・重度知的障
害者である短

時間勤務職員

c､重度以外
の知的障害

者

｡､重度以外
の知的障害者

である短時間

勤務職員

e､計
ａｘ２＋ｂ＋ 

ｃ＋ｄｘ0.5 
|ｆうち新規
雇用分

④精神障害者の数

c､精神障害
者

。､精神障害者
である短時間

勤務職員

e,計
ｃ＋ｄｘ0.5 f・うち新規

雇用分

市町村等の機関 １６０１．０ 

人

(1,592.5） 

418 

人

（４１８） 

1５ 

人

（５） 

687 

人

（７０１） 

2６ 

人

（_） 

1,551.0 

人

（1,542） 

66.5 

人

（３８） 

１ 

人

（１） 

０ 

人

（０） 

1４ 

人

（１３） 

２ 

人

（一）

170 

人

（１５） 

3.5 

人

（４） 

3３ 

人

（３５） 

０ 

（１） 

人

33.0 

人

（３５．５） 

0.0 

人

〈ＬＯ）



［ ） 
３地方独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.1％） 正

前年の数値を単純に比較することl±壷当１
ログ

犬iJZである

①概況

瞳害

②障害種別在職状況

&)糖神瞳害者の鱈

再
』

(２（１）①表の注］

注１②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数
（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ
欄の計を算出するに当たりダプルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者
である短時間障害者」については法律上、１人を0.5人に相当する者としており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5
カウントとしている。

３Ａ､Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員である。Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上３０
時間未満の職員である。

４Ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成22年６月２日から平成23年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害
者数である。

〔２（１）②表の注〕

注１①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

２②③ａ欄の重度障害者については法律上、１人を2人に相当するものとしており、ｅ欄
の計を算出するに当たりダプルカウントとしている。

３②③④。欄の重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間職員
については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、ｅ欄を算出するに当たり
０．５カウントとしている。

４②③のａ.c欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員であり、②③の
ｂ、ｄ欄及び④の。欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。

５②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成22年６月２日から平成23年６月１日までの1年間に
新規に雇い入れられた障害者数である。

６（）内は平成22年６月１日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

５（）内は平成22年６月１日現在の数値である（Ｄ欄は精神障害者である短時間勤務職員のみ）。
なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

区分

① 

機関数
② 

法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

③、

Ａ､重度身

体障害者及
び重度知的
障害者

Ｂ､重度身体
障害者及び

重度知的障
害者である

短時間勤務
職員

Ｃ・重度以
外の身体障

害者、知的
障害者及び

精神障害者

ｴ晉看の数

Ｄ・重度以外
身体障害者

及び知的障
害者並びに

精神障害者

である短時

間勤務職員

Ｅ、計
Ａｘ２＋Ｂ＋Ｃ 

＋Ｄ×０．５ 

Ｆ、うち新
|規雇用分

④ 

実雇用率

Ｅ÷②× 
100 

⑤ 

法定雇用率

達成機関の
数

⑥ 

法定雇用
率達成機
関の割合

地方独立
行政法人等

機関

４ 

（４） 

4iＯ２８０ 

人

〈３，４３ＬＯ）

1６ 

人

（１３） 

0 

人

（１） 

5１ 

人

（４１） 

０ 

人

（０） 

83.0 

人

（68.0） 

22.0 

人

（21.0） 

2．０６ 

％ 

（1.98） 

機関

３ 

（３） ％』
轡

００ ５５ ７７ く

区分

① 

障害者の数
②身体障害者の数

a､重度身体
障害者

OBO 

b・重度身体
障害者であ

る短時間動
務職員

ｃ､重度以外
の身体障害
者

。､重度以外
の身体障害者
である短時間
勤務職員

e・計

ａＸ２＋ｂ＋ｃ 

＋ｄｘ0.5 
|ｆ、うち新規
雇用分

⑧知的障害者の数

a､重度知的
障害者

b､重度知的障
害者である短

時間勤務職員

c､重度以外

の知的障害
者

｡､重度以外
の知的障害者

である短時間
勤務職員

e､計
ａｘ２＋ｂ＋ 

ｃ＋ｄｘ0.5 
'ｆ・うち新規
)雇用分

④精神障害者の数

ｃ・精神障害
者

。､精神障害者
である短時間

勤務職員

ｅ､計
ｃ＋ｄｘ0.5 f・うち新規

雇用分

地方独立

行政法人等
83.0 

人

（６８．０） 

1３ 

人

（１２） 

０ 

人

（１） 

3２ 

人

（２９） 

０ 

人

（－） 

58.0 

人

（５４．０） 

6.0 

人

（8.0） 

３ 

人

（ル）

０ 

人

（０） 

６ 

人

（４） 

０ 

人

（－） 

12.0 

人

（６．０） 

7.0 

人

（6.0） 

1３ 

人

（８） 

０ 

（０） 

人

13.0 

人

（８．０） 

9.0 

人

（７．０） 



４公的機関の各機関の状況

（１）県の機関の状況（法定雇用率２１％）

00 

２．１８ 

注１①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（１日除外職員が
職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及
び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとし
ている。

３④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて
得た数であり、これが0.ｏとなることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

（２）県の教育委員会の状況（法定雇用率２０％）

１．６５ 

注１①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（１日除外職員が
職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及
び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとし
ている。

３④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて
得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

2４ 

① 
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

② 
障害者の数

③ 
実雇用率

④ 
不足数

備考

合計 10,961.5 343.5 3．１３ 0.0 

神奈ﾉI|県知事部局 7,790.0 265.0 3．４０ 0.0 

神奈)１１県企業庁 953.0 30.0 3．１５ 0.0 

神奈川県議会議会局 84.0 2.0 2．３８ 0.0 

神奈)||県警察本部 2,134.5 46.5 2．１８ 0.0 

① 
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

② 
障害者の数

③ 
実雇用率

④ 
不足数

備考

神奈川県教育委員会 22,182.0 365.5 1．６５ 77.5 



(Ｓ）市町村等の機関の状況（法定雇用率2.1％）
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１．０ 

注１①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（１日除外
職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身
体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務
職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとする）、重度以外の身体障害者及び知的障
害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとして

３④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を
減じて得た数であり、これがo､０となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成とな

４注４の機関は、特例認定を受けている。

特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労
働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

特例認定一覧（市町村長部局）

定地方機関

2５ 

① 
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

② 
障害者の数

③ 
実雇用率

④ 
不足数

備考

ムー言
ロロ 77,001.5 1,601.0 2．０８ 48.0 

横浜「 一丁 34,147.5 722.5 2．１２ 0.0 特例認定あり(注4）

川崎市 14,725.5 278.5 1．８９ 30.5 特例認定あり(注4）

横須賀市 2,806.5 63.0 2．２４ ０．０ 特例認定あり(注4）

平塚市 1,969.5 4１．０ 2．０８ 0.0 特例認定あり(注4）

鎌倉市 1,321.0 28.0 2．１２ 0.0 特例認定あり(注4）

藤沢市

小田原市

2,288.5 

1,533.5 

４７．０ 

3Ｌ５ 

2．０５ 

2.05 

1.0 

0.5 

特例認定あり(注4）

特例認定あり(注4）

茅ヶ崎市

逗子市

1,713.0 

571.0 

29.5 

10.0 

1．７２ 

1．７５ 

5.5 

1．０ 

特例認定あり(注4）

特例認定あり(注4）

相模原市 5,841.5 124.0 2．１２ 0.0 特例認定あり(注4）

三浦市 379.5 10.5 2．７７ 0.0 特例認定あり(注4）

秦野市 954.0 23.0 2．４１ 0.0 特例認定あり(注4）

厚木市

大和市

伊勢原市

海老名市

1,614.5 

1,476.0 

585.0 

646.5 

32.0 

３７．０ 

８．０ 

1４．０ 

1．９８ 

２．５１ 

１．３７ 

2．１７ 

1．０ 

０．０ 

4.0 

0.0 

特例認定あり(注4）

特例認定あり(注4）

特例認定あり(注4）

特例認定あり(注4）

座間市 690.0 1５．０ 2．１７ 0.0 特例認定あり(注4）

南足柄市 340.0 7.0 2．０６ 0.0 特例認定あり(注4）

綾瀬市 517.0 9.5 1．８４ 0.5 特例認定あり(注4）

葉山町 254.5 5.0 1．９６ ０．０ 

寒川町 310.5 1４．０ 4．５１ 0.0 

大磯町 222.0 5.0 2．２５ ０．０ 

二宮町 187.0 1．０ ０．５３ 2.0 

中井町 104.0 3.0 2．８８ 0.0 

大井町 151.5 5.0 3．３０ ０．０ 

松田町 1１１．５ 0.0 0．００ 2.0 

山北町 142.0 4.0 2．８２ ０．０ 

開成町 113.0 2.0 1．７７ 0.0 

箱根町 295.0 6.0 2.03 0.0 

真鶴町 110.5 5.0 4．５２ 0.0 

湯河原町 234.0 7.0 2．９９ 0.0 

愛ﾉ１１町 ３１１．０ 6.0 1．９３ 0.0 

清川村 93.0 1．０ 1．０８ 0.0 

神奈川県内広域水道企業団 242.0 6.0 2．４８ ０．０ 

認定地方機関(Ａ） みなされることとなる機関(Ｂ）

横浜市 横浜市教育委員会 横浜市水道局 横浜市病院経営局｜横浜市交通局
)１１崎市 川崎市教育委員会 ﾉ11崎市水道局 )１１崎市病院局 ｜川崎市交通局

横須賀市 横須賀市教育委員会 横須賀市上下水道局

平塚市 平塚市教育委員会

鎌倉市 鎌倉市教育委員会

藤沢市 藤沢市教育委員会

小田原市 小田原市教育委員会 小田原市水道局

茅ヶ崎市

逗子市

相模原市

三浦市

秦野市

厚木市

大和市

伊勢原市

海老名市

座間市

南足柄市

綾瀬市

茅ヶ崎市教育委員会

逗子市教育委員会

相模原市教育委員会

三浦市教育委員会

秦野市教育委員会

厚木市教育委員会

大和市教育委員会

伊勢原市教育委員会

海老名市教育委員会ｉ

座間市教育委員会，

南足柄市教育委員会

=h＝」Z」し=でｓ弓雇一匹

綾瀬市教育委員会

￣－ 

￣｡￣￣￣寺－－･ゴー←ﾛIも■￣＋￣ﾛーーーーー■－－－－Ｐ~･■－－￣￣￣－－－－－I＋－－－－－１－￣－￣－－￣－■戸■－－－－１－－－－￣￣

￣￣⑤●寺一一一■－－－－■－－－－－－－－－■￣
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（４）地方独立行政法人等の状況（法定雇用率２１％）

８３０ ２０６ １０ 

２．３８ 

１．１４ 

１①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業する
ことが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知
的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダプルカウントとし、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害
者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

３④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であ

注１

り、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

2６ 

① 
法定雇用障害者数の算定
の基礎となる労働者数

② 
障害者の数

③ 
実雇用率

④ 
不足数

備考

地方独立行政法人等合計 4,028.0 83.0 2.06 1.0 

横浜市住宅供給公社 126.0 3.0 2．３８ 0.0 

神奈川県住宅供給公社 88.0 1.0 1．１４ 0.0 

公立大学法人横浜市立大学 2,326.0 47.0 2．０２ 1.0 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 1,488.0 32.0 2．１５ 0.0 


